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令和４年９月２８日（水） 午後３時３０分

第１．２研修室

開会の日時

及 び 場 所

（１）

大館市松下村塾に関する条例施行規則の一部を改正する規則案議案第23号

（２） 令和３年度大館市立図書館サービスに関する評価について



教育長が教育委員会に報告する事項 

 

令和４年９月２８日                     担当課（生涯学習課） 

報 告 事 項 報   告   内   容 

（１）令和３年度大館市民
文化会館の指定管理者業
務に関する評価について 

大館市民文化会館指定管理者基本協定書第１４条に基づ
き、令和３年度大館市民文化会館の管理運営状況について、
評価を行いました。 
 
１．評価方法 
  指定管理者から提出された「個別業務評価書」の内容、
実施状況等について、実地検査及び関係職員からのヒアリ
ングを実施し、総合的な評価しました。 

 
２．評価項目（個別業務評価） 
（１）施設設備及び設備を市民等に提供する業務（２３項目） 
（２）使用許可等に関する業務（５項目） 
（３）利用料金に関する業務（１２項目） 
（４）施設の維持、保全に関する業務（３４項目） 
（５）自主事業に関する業務（９項目） 
（６）市との連携に関する業務（９項目） 
 
３．評価基準 

ａ・Ａ 協定書、要求水準を大幅に上回る成果 
ｂ・Ｂ 概ね協定書、要求水準どおりの成果 
ｃ・Ｃ 協定書、要求水準を下回り努力を要する 
ｄ・Ｄ 重大な不適切な事項があり改善を要する 

 
４．評  価 

№ 指定管理者自己評価 教育委員会評価 
（１） 全てｂ 全てＢ 
（２） 全てｂ 全てＢ 
（３） １１項目ｂ、１項目ｃ 全てＢ 
（４） 全て b 全てＢ 
（５） ７項目ｂ、２項目ｃ 全てＢ 
（６） 全てｂ 全てＢ 

 
５．総合評価 「Ｂ」 
  ９月２１日付けで指定管理者である（一財）大館市文教
振興事業団へ通知しました。評価結果は、ほくしか鹿鳴ホ
ールホームページで公表します。 

 
６．総  括 
   コロナ禍の状況の中で、令和３年度の施設利用者は前年
度と比較し、２７，２４６人増の５６，９７９人、利用件
数も２９４件増の１，０６５件となった。今後ともコロナ
禍の状況の中でも新たな取り組みを模索し、音楽や演劇な
ど様々な事業を可能な限り実施してほしい。 

 



教育長が教育委員会に報告する事項 

 

令和４年９月２８日                     担当課（生涯学習課） 

報 告 事 項 報   告   内   容 

（２）令和３年度大館市立
図書館サービスに関する評
価について 
 

大館市立図書館指定管理者基本協定書第１６条及び図書
館評価事務処理要領に基づき、令和３年度大館市立図書館
サービスに関する自己評価書について、図書館協議会へそ
の妥当性について諮問し、同協議会からの答申に基づき総
合的な評価を行いました。 
 
１．評価項目（１）運営全般に関する事項（９項目） 

（２）基本的サービスに関する事項（４項目） 
（３）サービスの充実及び向上に関する事項 

（７項目） 
（４）利用者満足度（４館ごと３指標） 

 
２．評価基準 Ｓ 計画等を大幅に上回る成果 

Ａ 計画等を上回る成果 
       Ｂ 概ね計画等どおりの成果 
       Ｃ 計画等を下回り努力を要する 
       Ｄ サービスそのものに問題が認められ 

改善を要する 
 
３．評  価 

№ 図書館自己評価 図書館協議会評価 
 

（１） ２項目Ａ、７項目Ｂ ２項目Ａ、７項目Ｂ 

（２） ４項目Ｂ ４項目Ｂ 

（３） ５項目Ｂ、２項目Ｃ ５項目Ｂ、２項目Ｃ 

（４） 

栗盛：３指標すべてＡ 
花矢：３指標すべてＡ 
比内：３指標すべてＡ 
田代：３指標すべてＡ 

― 

 
４．総合評価 「Ａ」 
  ８月３０日付けで指定管理者である（一財）大館市文
教振興事業団へ通知しました。また、評価結果は、図書
館ホームページで公表します。 

 
５．総  括 
   充実・推進を図るサービスについては、コロナ禍によ

り開催できなかった事業もあったが、既に定着している
「図書館まつり」や「子ども限定の読み聞かせ講座」な
どの新しい行事も多く、その企画力は大いに評価できる。
今後、「絵本ビブリオバトル」のような特色ある行事をも
っと周知させるよう、ＰＲ活動の充実を図ってほしい。

 



教育長が教育委員会に報告する事項 

 

令和４年９月２８日                     担当課（中央公民館） 

報 告 事 項 報   告   内   容 

（３）令和３年度大館市北
地区コミュニティセンタ
ーの指定管理者業務に関
する評価について 
 

大館市北地区コミュニティセンター指定管理者基本協定
書第１０条に基づき、指定管理者から提出された令和３年度
大館市北地区コミュニティセンター指定管理業務に関する
自己評価書について、北地区コミュニティセンター運営委員
会にその妥当性を諮問し、同運営委員会からの答申に基づき
総合的な評価を行いました。 
 

１．評価項目（個別業務評価） 
（１）管理業務（４項目） 
（２）使用許可及び料金収受（３項目） 
（３）施設の維持・保全（４項目） 
（４）利用者対応（３項目） 
（５）自主事業（３項目） 
 
２．評価基準 

Ａ 設定された計画等を上回る成果 
Ｂ 概ね事業計画等どおりの成果 
Ｃ 事業計画等を下回り努力を要する 
Ｄ 事業・サービスに問題が認められ改善を要する 
 

３．評  価 
№ 指定管理者自己評価 運営委員会評価 

（１） Ｂ Ｂ 
（２） Ａ Ａ 
（３） Ａ Ａ 
（４） Ａ Ａ 
（５） Ａ Ａ 

 
４．総合評価 「Ａ」 
  ９月１２日付けで指定管理者である㈱やたてへ通知しま
した。   

５．総  括 
  令和３年度の施設利用者はコロナ禍の状況下、前年度と
比較し６，９８１人増の６２，０３２人となった。今後は、
コロナ禍以前の利用状況に戻すことが課題となる。 
利用者に対する職員の接遇は高い評価を得ており、ネッ

ト予約環境や、施設内外の環境を整えて、より利便性の向
上を図ってほしい。 

 



1 

議  事  の  経  過 

 開会  午後３時３０分 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

 

生涯学習課長 

 

委員 

 

生涯学習課長 

 

 

 

委員 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

委員 

 

 
 ただ今より教育委員会会議を始めます。 
 会議録署名委員については、私と小笠原委員にお願いします。 
   
会議録についていかがだったでしょうか。 
 
（「異議なし」の声あり） 
 
それでは、承認とさせていただきます。 

 では、４の教育長の報告事項（１）から（３）をお願いします。 
 

（「（１）令和３年度大館市民文化会館の指定管理者業務に関する評価につい
て」「（２）令和３年度大館市立図書館サービスに関する評価について」 
「（３）令和３年度大館市北地区コミュニティセンターの指定管理者業務に関
する評価について」を、資料により報告） 
 
ご意見、ご質問はございませんか。 
 
教育委員会の評価とありますが、この評価をしたのは、生涯学習課が評価

したということでよろしいでしょうか。 
 
はい。 
 
図書館協議会について教えてください。 
 
図書館法第１４条に公立図書館に図書館協議会を置くことができるという

規定があります。それに基づいて大館市図書館条例の中で図書館協議会を置
くと定めております。 
 
図書館サービスについて、利用者の声をどのように拾っているのか、具体

的に教えてください。それとＣ評価がありますが、内容はどのようなもので
しょうか。 
 
図書館利用者の方々にアンケート調査を行っています。それを集計した結

果が評価となっています。Ｃ評価は２項目あります。２つともコロナの影響
を受けていて、学校連携事業の減少、図書館同士の相互貸借の減少となって
います。 
 
アンケートを渡される方は、抽出ですか。 
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生涯学習課長 

 

 

委員 

 

 

生涯学習課長 

 

委員 

 

 

中央公民館長 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

中央公民館長 

 

 

教育長 

 

生涯学習課長 

 

 

教育長 

 

 

 

学校教育課長 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

委員 

 

 

抽出ではないと思います。おいでになられた方にアンケートをお願いして
いると理解しています。 
 
絵本ビブリオバトルのような特色ある行事を周知させたいとありますが、

この事業は市の事業ですか。 
 
その通りです。 
 
北地区コミュニティセンターにネット予約環境というのが出てきました

が、具体的に進みそうなものなのでしょうか。 
 
北地区コミュニティセンターのホームページは、指定管理者の㈱やたてが

開設しているホームページから、北地区コミュニティセンターへアクセスす
る形になっていますので、そこから独立したホームページを作成できないか、
指定管理者へお願いをしているところです。そのうえで、ネットから予約が
できるようになればと考えています。 
 
実現していただけると市民の皆様も喜ぶと思います。 
これに関連してですが、Ｗｉ－Ｆｉの環境ですが、全館にハイスピードＷ

ｉ－Ｆｉの環境も整えていただきたいと思います。 
 
今の時代、Ｗｉ－Ｆｉ環境が必要であると思いますので、検討させていた

だきます。 
 
他によろしいですか。では、議事に入ります。 
 
（「協議第２３号大館市松下村塾に関する条例施行規則の一部を改正する

規則案」を、資料により説明） 
 
ご質問等ございませんか。ありませんか。では、承認とさせていただきま

す。 
では、その他に入ります。 
 
（「小中学校への寄附について」を口頭報告） 
 
（「大館市２０歳を祝う会企業協賛金収支報告」を口頭報告） 
 
予定された案件はこれで終了ですが、委員の皆様から何がございませんか。 
 
生涯学習フェスティバル、お疲れ様でした。 
今回は、高校生まちづくりＨＡＣＨＩの活動を拝見することができました。

子ども達のお世話をしたり、和やかな雰囲気でした。この活動は、昨年もさ
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生涯学習課長 

 

 

 

委員 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

歴史文化課長 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

れていましたか。 
 
コロナの関係で、２年ほど実施しておりませんでしたが、全くしていなか

ったわけではなく、遊びの道具を準備したりしていました。交流ができるよ
うな活動はできなかったと思います。 
 
木育コーナーでは、親子で遊ぶ姿が見られましたが、東京おもちゃ美術館

の方が、木を消毒するので木肌が痛むというのを心配していました。 
 
子どもが口に入れたりするので、消毒は、その都度しています。 
東京おもちゃ美術館で持参した、木のマットですが、これは大館市の栗の

木を使ったものという説明がありました。大館に里帰りが出来て良かったと
東京おもちゃ美術館のディレクターが話されていました。 
 
大館市のウッドスタート事業について、親子で遊んでいる親御さんが木の

おもちゃを頂いて、いまだに遊んでいると話されていました。とてもいい企
画だと喜んでいました。 
 
高校生のボランティアがたくさん参加していました。同日開催した、肉博

にも高校生のボランティアがいましたね。見ていて、すごくいいなと思いま
した。 
 
知り合いの高校の先生と話す機会があり、今の高校生は、早い時期から職

業意識を持っていると話されていました。キャリア教育の成果があらわれて
いるのだと思います。 
風穴サミットのプレイベントに参加させていただきました。来年の日程は

決まっているのですか。 
 
令和５年１月２８日（土）２９日（日）が、第９回全国風穴サミットの日

程になっています。１月は、温風穴をテーマとする予定です。 
 
大館市の風穴は、素晴らしいようですね。ぜひ、市民の皆様にも知ってい

ただきたいと思います。１月の全国風穴サミットについて、周知していただ
きたいです。 
 
今朝の北鹿新聞に、北秋田市でモバイルルーターを貸し出しする記事が掲

載されましたが、北秋田市の状況をわかる範囲で、そして大館市の取り組み
について伺います。 
 
北秋田市の生徒数は、１，５６２人、うち、貸し付けを希望するのが１０

０人くらいと聞いております。貸し付けは、学級閉鎖などの一斉休校時に使
用するということで、使用頻度としては、それほどないのかなと思います。
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

委員 

 

 

秋田市も同じく、貸し出しの事業をしていますが、費用は全部市が持ってい
るそうです。秋田市も学級閉鎖などの一斉休校時に使用するとのことです。 
大館の状況ですが、以前もこの会議で問題を話していますが、Ｗｉ－Ｆｉ 

環境がない家庭が結構多いです。令和２年の調査ですので、変わっているか
もしれませんが、Ｗｉ－Ｆｉ 環境がない家庭が１５％、その当時で６５０人
になります。北秋田市より多い人数です。若い世帯はパソコンよりスマート
フォンで済ませるので、パソコンのない家庭も多いようです。一番難儀して
いるのが、家庭に持ち帰った時のインターネット上のトラブルです。セキュ
リティの関係で進めていない部分があります。 
 
北鹿新聞の記事を読んで思ったのが、あくまでも、モバイルルーターを貸

し出しするのであって、その家庭にインターネット環境があるのかを考えて
いないですよね。ネット環境がない場合は、各家庭で責任をもってやりなさ
いということのように見えました。本質は、各家庭、アパートにインターネ
ットがくる環境があるかどうかというのが見えたような気がします。去年、
一昨年の調査は、インターネットの環境があるかどうかの調査ではなかった
のかと思いますが、どうだったでしょうか。 
 
２年前の調査では、Ｗｉ－Ｆｉ 環境が家庭にあるかどうかを調査しまし

た。例えば、親のスマートフォンでテザリングをするとタブレットにつなが
りインターネットの環境を作ることができますが、親のスマートフォンが使
えない場合（仕事でスマートフォンがないため、日中、使えない）は、家庭
の中に通信環境がない状況になるので、スマートフォンのテザリングを除く
アンケートにしました。アンケートは、「実際に、家庭でインターネットをつ
ないでいる環境にあるか、ないか」という内容のものです。６５０人の家庭
は、実際にはインターネットは引いていないということです。 
 
そうなりますと、ルーターの貸し出しは、難しいですね。 
 
そこで、考えたのがモバイルルーターの貸し付けです。モバイルルーター

であれば、インターネットを引っ張ってなくても電波をキャッチできます。
ただ、そうなった場合、通信料の契約が発生し、誰が支払うのかという問題
が出てきます。 
 
コロナで休校というのは、考えられないレベルになってきていますので、

必要性は低いと感じています。また、タブレットを家庭に持ち帰るというこ
とは、セキュリティの問題もありますので、現時点では、タブレットの持ち
帰りは考えていませんが、いかがですか。 
 
タブレットを持ち帰るというのは、便利だと思いますが、持ち帰るとなれ

ば費用が発生し、市で負担となればいろいろと難しいですね。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

教育長 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

委員 

 

基本的には、学校で授業を受けてというのが一番ですが、世の中が変わっ
てきていて、子ども達の学びを保証するということを考えた時に、やはり、
利用できる環境があれば何かの時にいいのではないかと思います。一斉休校
でなく、家庭の事情等で１０日間休んだケースがありますが、その場合、オ
ンラインで授業を受けることができたら救われるのかなと思いました。 
北秋田市の先生の話ですが、春からオンラインをやっていて、子どもが休

んだ時は、オンラインでやってくれるので安心だという話がありました。要
は、学びが保証されているという安心感だと思います。これからいろんなこ
とがあると思うので、有事の時に使えるように環境整備を考えていかなくて
はいけないと思います。 
 
確かにそうですね。長期間休んだ場合は心配ですね。 
 
息子が１０日間休みまして、学校に出てきてから放課後補習を受けること

ができましたが、子どもにとって１０日間の休みは大きいですね。やってい
ない課題があるので、休んでいる間に何かサポートがあったらと、親として
は思います。２日に一遍、先生が友達に持たせてくれたプリントを受け取り
やってはいたのですが。いろいろ問題はあると思いますが、オンライン授業
を受けられる環境があれば、息子も取り戻せるものもあったのかなと思いま
す。これから先、このような状況があるかどうかわかりませんが、オンライ
ンという環境があればありがたいと、体験として思いました。 
 
子どもたちが学級閉鎖というものありますが、担任の先生が休むというこ

ともあります。２学期になってそのようなケースが２件ありました。自習に
なっているのかと思ったら、濃厚接触者となった先生が自宅から授業をして
いました。先生と子どもたちの信頼関係があるから成立しているのだと感じ
ました。もう一つは、担任の先生がいなくて何をやっていたかというと、子
どもたちが授業をやっていました。不測の事態に備えてＩＣＴ の活用もそう
ですが、いろいろな可能性が出てくるのかなと考えています。 
 
今週から、保健所のコロナの扱いが変わりましたが、学校の対応はどうで

すか。 
 
学校は、学校として情報収集していますが、濃厚接触者の情報は必要ない

と指示しています。子どもたちの感染実数は、毎日把握しています。 
令和２年の調査でモバイルルーターの予算はどのくらいでしたか。 
 
その当時で、１千数百万円です。当時は、物品も手に入らない状況でした

が今は、かなり安くなっています。 
 
これは、物品だけの費用ですか。 
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そうです。 
 
教育予算も限られていますので、今一番必要とされているのが、電子黒板

ですね。デジタル教科書の導入で必要性が増しています。各校に一つ、各階
に一つとかでは対応できないですね。大きい学校であれば、学年に一つない
と対応できない状況になっています。ここが、重点的に整備しなければなら
ない問題だと考えています。 
 
昨今の半導体不足で、電子黒板の供給はどのようなものですか。 
 
ちょっとわからないですね。視点が変わりますが、タブレットの使用は、

学校訪問で回ってみても、かなり多様な使い方をしています。子どもたちが
早く慣れていると感じとられます。今度、学校訪問の時、ご覧ください。 
 

（「来月の開催日程」について） 
 
それでは、以上を持ちまして、教育委員会会議を終了いたします。 

 

 会議終了時刻  午後４時３５分 
           


